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●わたしたち南魚沼市民は、
　人間を大切にします。
●わたしたち南魚沼市民は、
　自然を大切にします。
●わたしたち南魚沼市民は、
　ものづくりを大切にします。

南魚沼市民憲章
【平成19年４月１日制定】
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５
月
31
日
㈰
は
、
世
界
保
健
機

関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
定
め
る
「
世
界

禁
煙
デ
ー
」、
５
月
31
日
㈰
～
６

月
６
日
㈯
は
「
禁
煙
週
間
」
で
す
。

市
内
の
喫
煙
者
は
減
っ
て
き
て

い
ま
す
が
、
喫
煙
者
数
（
平
成
29

年
度
特
定
健
康
診
査
結
果
）
の
割

合
は
、
県
内
30
市
町
村
中
２
位

で
す
。

妊
婦
を
対
象
と
し
た
妊
娠
届
時

の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
令
和
２
年
3
月

末
現
在
）
で
は
、
約
31
．３
％
に

喫
煙
歴
（
過
去
の
喫
煙
を
含
む
）

が
あ
り
、
約
45
．3
％
に
同
居
の

家
族
に
喫
煙
者
が
い
る
と
答
え
ま

し
た
。

平
成
30
年
７
月
に
、
健
康
増
進

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成

立
し
ま
し
た
。
令
和
元
年
７
月
か

ら
は
、
病
院
、
学
校
、
行
政
機
関

の
庁
舎
な
ど
で
敷
地
内
は
禁
煙
と

南
魚
沼
市
議
会
の
６
月
定
例
会

を
開
催
し
ま
す
。

会
本
庁
舎
３
階 

議
場

日
程
（
予
定
）

６
月
１
日
㈪

　

市
長
所
信
表
明
・
議
案
審
議

ほ
か

６
月
２
日
㈫
～
４
日
㈭

　

各
常
任
委
員
会

６
月
８
日
㈪
～
10
日
㈬

　

一
般
質
問

６
月
12
日
㈮

　

委
員
長
審
査
報
告
・
議
案
審
議

傍
聴
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
、
傍
聴
を
ご
遠

慮
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

他
日
程
の
詳
細
と
一
般
質
問
の
通

告
内
容
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
一
般
質
問

当
日
に
、
通
告
内
容
を
ま
と
め

た
冊
子
を
受
付
（
閉
庁
後
は
宿

直
窓
口
）
で
配
布
し
ま
す
。

※
正
式
な
日
程
は
、
５
月
22
日
㈮

に
決
定
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

次
回
の
入
居
者
募
集
は
６
月
15

日
号
の
市
報
に
掲
載
し
ま
す
。（
入

居
に
関
す
る
相
談
は
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
）

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
で

検
定
有
効
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
市
で
は
、
検
定
有
効
期
間

が
満
了
と
な
る
メ
ー
タ
ー
な
ど
を

交
換
し
て
い
ま
す
。

市
が
委
託
し
た
業
者
が
交
換
を

行
い
、
作
業
後
に
メ
ー
タ
ー
交
換

の
お
知
ら
せ
は
が
き
を
お
渡
し
し

ま
す
。

作
業
時
の
注
意
と
お
願
い

・
交
換
作
業
の
た
め
、
業
者
が
声

を
か
け
、
敷
地
内
に
入
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
作
業
後
に
も

業
者
が
声
を
お
か
け
し
ま
す
。

・
留
守
で
も
作
業
を
行
い
ま
す
。

・
作
業
を
行
う
５
～
20
分
程
度

は
、
水
が
使
え
ま
せ
ん
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物

を
置
い
た
り
、
駐
車
し
た
り
、

犬
を
近
く
に
つ
な
い
だ
り
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

費
無
料

取
替
期
間

　

６
月
、
７
月
～
10
月
の
毎
月

上
旬

対
検
定
有
効
期
限
が
令
和
３
年
12

月
ま
で
の
水
道
メ
ー
タ
ー
（
メ
ー

タ
ー
の
ふ
た
の
裏
に
有
効
期
限

問
保
健
課 

保
健
業
務
班

　
☎
７
７
３

−

６
８
１
１

問
議
会
事
務
局

　
☎
７
７
３

−

６
６
５
０

問
福
祉
課 

公
営
住
宅
係

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
７

世
界
禁
煙
デ
ー
・
禁
煙
週
間

市
議
会
６
月
定
例
会
の
開
催

公
営
住
宅
の
公
募

問
水
道
課 

水
道
業
務
係

　
☎
７
７
４

−

３
１
４
１

水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
ま
す

な
り
、
４
月
か
ら
は
飲
食
店
や
事

業
所
・
工
場
・
ホ
テ
ル
・
旅
館
・

鉄
道
な
ど
が
原
則
屋
内
禁
煙
と
な

り
ま
し
た
。

「
世
界
禁
煙
デ
ー
」
を
き
っ
か

け
に
、
禁
煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た

り
、
職
場
や
地
域
の
禁
煙
対
策
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

禁
煙
治
療
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機

関
の
相
談
は
保
健
課
へ

市
内
に
は
、
健
康
保
険
を
使
っ

て
禁
煙
治
療
が
受
け
ら
れ
る
医
療

機
関
が
あ
り
ま
す
。
保
健
課
で
は

該
当
す
る
医
療
機
関
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。
禁
煙
の
意
志
が
あ
る
人

は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
動
喫
煙
に
関
す
る
相
談
先

南
魚
沼
地
域
振
興
局 

健
康
福
祉

環
境
部
（
南
魚
沼
保
健
所
）

☎
７
７
２−

８
１
３
７

厚
生
労
働
省 

受
動
喫
煙
対
策
に

係
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
３−

５
５
３
９−

０
３
０
３

の
シ
ー
ル
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
）、

無
線
メ
ー
タ
ー
な
ど

※
取
替
後
に
、
に
ご
り
水
や
空
気

が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

少
し
の
間
、
水
を
出
し
続
け
る

と
解
消
し
ま
す


